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コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
株式会社国際協力銀行（JBIC）は、株式会社国際協
力銀行法（平成23年法律第39号）に規定されるJBICの

ミッション遂行や、企業理念の実現のため、業務の適正と
効率を意識したコーポレート・ガバナンス態勢の構築に取
り組んでいます。

国の関与について
JBICは、日本政府が全株式を保有する株式会社であ

り、株主としての国の統制のほか、主務大臣からの監督、
国会による予算等の統制、会計検査院検査、主務大臣に
よる検査、主務大臣の委任に基づく金融庁検査等の国
の統制に服しています。

監督・評価と業務執行について
JBICにおいては、取締役会等による監督・評価の強化

と、業務執行の機動性の向上等の観点から、会社法所定
の取締役会、監査役会等の機関に加え、経営諮問・評価
委員会、リスク・アドバイザリー委員会、内部監査委員会、

経営会議を設置し、さらに経営会議から委任を受ける各
種の会議・委員会を設置しています。

（1） 取締役会
取締役会は8名の取締役で構成し、うち2名を会社
法に規定する社外取締役としています。社外取締役は、
JBICの代表取締役・業務執行取締役とは異なる社外出
身者の視点からJBICの業務執行の監視・監督を行うほ
か、経営諮問・評価委員会およびリスク・アドバイザリー
委員会の委員として、JBICのガバナンス態勢向上に貢献
します。

株主総会

監査役会 取締役会 会計監査人

 経営諮問・評価委員会

リスク・アドバイザリー委員会監査役室

内部監査委員会

監査部

経営会議

業務決定会議

統合リスク管理委員会

情報セキュリティ・
ICT推進委員会

人事委員会

ALM委員会

部門長会議

監督・評価機能

執行機能

［決定機関］ ［審議機関］

社外監査役 社外取締役

(2021年7月末現在）

コンプライアンス・
顧客保護等管理委員会
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（2） 監査役会
監査役会は3名の監査役で構成し、うち2名を会社法

に規定する社外監査役としています。社外監査役は、常
勤監査役とも連携のうえ、社外出身者の視点から取締役
の業務執行を監査し、JBICのガバナンス態勢向上に貢献
します。また、監査役の職務を補助する組織として、監査
役室を設置しています。

（3） 経営諮問・評価委員会
経営諮問・評価委員会は、社外の有識者および社外取
締役で構成し、JBICの業務および運営の状況や、JBICの
経営に関して取締役会が諮問する事項等に関して評価・
助言を行います。

（4） リスク・アドバイザリー委員会
リスク・アドバイザリー委員会は、社外の有識者および
社外取締役で構成し、JBICの大口与信先に係るリスク管
理・審査の体制や、大型案件のリスクに関して取締役会
が諮問する事項等に関して助言を行います。

（5） 内部監査委員会
内部監査委員会は、代表取締役および社外取締役で
構成し、取締役会の委任に基づき、内部監査に関する重
要事項の決定・審議を行います。

（6） 経営会議
経営会議は代表取締役・業務執行取締役および全常
務執行役員で構成し、取締役会の委任に基づき、JBICの
経営上の重要事項の決定・審議を行うことにより、JBIC
の機動的な業務執行を担います。なお、経営会議の諮問
機関または一定の事項を委任する機関として、以下の会
議・委員会を設置しています。

❶ 業務決定会議
経営会議の委任に基づき、JBICの出融資保証等業務

に関する重要事項の決定・審議を行います。 
❷ 統合リスク管理委員会
経営会議の委任に基づき、JBICの統合リスク管理に関

する重要事項の決定・審議を行います。 
❸ コンプライアンス・顧客保護等管理委員会
経営会議の委任に基づき、JBICのコンプライアンスお

よび顧客保護等管理に関する重要事項の決定・審議を行
います。 
❹ 人事委員会
経営会議の委任に基づき、JBICの人事に関する重要
事項の決定・審議を行います。 
❺ ALM委員会
経営会議および統合リスク管理委員会の委任に基づ

き、JBICの資産負債管理（ALM）に関する重要事項の審
議を行います。 
❻ 部門長会議
経営会議の委任に基づき、国・地域別の業務方針等の
部門横断的な事項の審議を行います。
❼ 情報セキュリティ・ ICT推進委員会
経営会議の委任に基づき、JBICの情報資産の利用・
管理および情報セキュリティに関する重要な事項なら
びに取締役会および経営会議で決定した情報通信技術
（ICT）に係る計画・方針等に基づく各種施策その他ICT
関連事項に関する部門横断的な事項の審議を行います。

■ 経営諮問・評価委員会　委員一覧

氏名 職業
浦田 秀次郎 早稲田大学 名誉教授

遠藤 典子 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート 
特任教授

川村 嘉則 株式会社国際協力銀行 取締役（社外取締役）
小泉 愼一 株式会社国際協力銀行 取締役（社外取締役）
佐藤 康博 株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役会長
髙木 勇三 監査法人五大 会長 代表社員 公認会計士
新浪 剛史 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長

 （五十音順、敬称略）

■ リスク・アドバイザリー委員会　委員一覧

氏名 職業
阿部 修平 スパークス・グループ株式会社 代表取締役社長
小川 英治 東京経済大学経済学部 教授
川村 嘉則 株式会社国際協力銀行 取締役（社外取締役）
小泉 愼一 株式会社国際協力銀行 取締役（社外取締役）
冨田 俊基 株式会社野村資本市場研究所 客員研究員
藤原 美喜子 アルファ・アソシエイツ株式会社 代表取締役社長
松田 千恵子 東京都立大学大学院経営学研究科 教授
横尾 敬介 株式会社産業革新投資機構 代表取締役社長CEO

 （五十音順、敬称略）

(2021年7月末現在） (2021年7月末現在）
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部門長

取締役会構成員　　　　内部監査委員会構成員　　　　経営会議構成員

企画部門長 谷本 正行
（常務執行役員） 企画部門

審査・リスク管理部門長 菊池 洋
（常務執行役員） 審査・リスク管理部門

財務・システム部門長 小川 和典
（常務執行役員） 財務・システム部門

資源ファイナンス部門長 稲葉 裕
（常務執行役員） 資源ファイナンス部門

インフラ・環境ファイナンス部門長 内田 誠
（常務執行役員） インフラ・環境ファイナンス部門

産業ファイナンス部門長 麻生 憲一
（常務執行役員） 産業ファイナンス部門

エクイティファイナンス部門長 森田 健太郎
（常務執行役員） エクイティファイナンス部門

取締役

代表取締役総裁 前田 匡史

代表取締役副総裁 林 信光

代表取締役専務取締役 天川 和彦

常務取締役 橋山 重人

常務取締役 大石 一郎

常務取締役 田中 一彦

取締役（社外取締役） 小泉 愼一

取締役（社外取締役） 川村 嘉則

(2021年7月1日現在）

(2021年7月1日現在）

ナンス部門、産業ファイナンス部門およびエクイティファ
イナンス部門を設置し、各部門の下に専門性を持った部
を設置しています。
各部門については担当取締役を置くとともに、各部門

の長には取締役または常務執行役員が就任し、各部門は
部門長の指揮の下で一体的に運営され、業務の機動性・
効率性の向上を図っています。

部門制について
JBICでは、JBICの業務における各分野・セクターにお

けるノウハウや専門性を集約化することで案件組成能力
を高め、JBICのミッションのより機動的、戦略的な遂行を
図るため、部門制を導入しています。
具体的には、企画部門、審査・リスク管理部門、財務・シ

ステム部門、資源ファイナンス部門、インフラ・環境ファイ
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内部統制基本方針について
JBICは、会社法に則り、子会社を含むJBICグループの
業務の適正を確保するための体制の整備等について、内
部統制基本方針を取締役会決議により定め、当該基本
方針に基づき、内規の制定その他体制の整備を行ってい
ます。

コンプライアンス（法令等遵守）について
JBICは、行動原則の一つに「倫理観と遵法精神。JBIC

の一員としてモラルを持ちつづけます。」を掲げています。
こうした行動原則に基づき、JBICは内部統制基本方針
の下、コンプライアンスに関する内部規程の策定、遵守等
を定めるとともに、法令等の遵守に関する基本方針を以
下のとおり定めています。
■ 役職員等は、国際的業務を行う政策金融機関である
JBICが社会的・国際的に求められる公共的使命およ
び社会的責任を自覚し、かつ、役職員等による法令等
の違反行為の発生が、JBIC全体の信用の失墜を招き、
JBICの業務運営に多大な支障を来すことを十分認識
した上で、常に法令等を遵守し、公正な業務遂行に努
めなければならない。
■ 役職員等は、JBICが業務内容について国民に対する
説明責任を有することを認識し、適切な情報開示を行
うこと等により国民からの信頼確保に努めなければな
らない。
■ JBICは、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会
的勢力に対しては、組織全体として対応し、毅然とした
態度で臨むとともに、反社会的勢力からの不当な要求
を断固として拒絶することが、JBICに対する公共の信
頼を維持し、JBICの業務の適切性および健全性の確
保のために不可欠であることを認識し、警察等関係機
関とも連携して適切な対応を行う。

法令等遵守態勢
JBICは、上記基本方針に則り、以下のとおり法令等遵
守の徹底に取り組んでいます。
コンプライアンス・顧客保護等管理委員会を中心に、コ
ンプライアンスへの取り組みを推進し、コンプライアンス
の統括部署として法務・コンプライアンス統括室を設置し
ています。
各部門および地域統括の海外駐在員事務所にはコン

プライアンス統括オフィサー、各部室および海外駐在員
事務所にはコンプライアンスオフィサーを置き、職員のコ
ンプライアンスに対する意識の醸成等、各部門等におけ

るコンプライアンスへの取り組みを推進しています。
JBICでは、コンプライアンス・マニュアルを制定し、役職
員に対するコンプライアンス研修等を通じて周知してい
ます。こうしたコンプライアンスにかかる態勢の整備や研
修等を実施するために、年度ごとにコンプライアンス・プ
ログラムを策定し、進捗状況や達成状況のフォローアッ
プを行っています。
また、コンプライアンスに関する重要な事実を早期に
発見し必要な是正措置を講ずることが可能となるよう、
通常の業務ラインによる報告ルートに加え、内部通報制
度を整備し、これを適切に運営しています。

内部監査について
JBICは、業務全般の内部管理態勢について、その適切
性・有効性を評価し、改善への提言等を行うため、適切な
内部監査態勢を構築しています。業務執行を担う経営会
議から独立した意思決定機関として内部監査委員会を
設置し、社外取締役を構成員に加えています。また、業務
執行部門から独立した総裁直属の部署として監査部を
設置しています。
監査部は、内部監査の効率的な実施のため、監査役お

よび会計監査人と必要な情報交換および連携を行います
（資料編P104参照）。

89株式会社 国際協力銀行  /  年次報告書2021

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

5. 業務運営と管理体制

1



よび審査担当部門による与信先に関する情報の収集・分
析が行われます。また、外国政府等あるいは外国企業に
関する情報収集には海外駐在員事務所も関与していま
す。これらの部門が収集・分析した情報を基に、与信担当
部門と審査担当部門が相互に牽制関係を維持しながら
与信の適否に関する検討を行い、最終的にマネジメント
による与信決定の判断がなされる体制をとっています。
外国政府等または外国企業向け与信に関しては、
JBICは公的金融機関としての性格を最大限に活用して、
相手国政府関係当局とはもちろんのこと、国際通貨基金
(IMF)や世界銀行等の国際機関、先進国の輸出信用機
関等のJBIC類似の公的機関、さらに民間金融機関等と
の意見交換を通じて、与信先となる外国政府・政府機関
や相手国の政治経済に関する情報を幅広く収集し、ソヴ
リンリスクあるいはカントリーリスクを評価しています。
内外企業向け与信に関しては、与信先企業の信用力

や提供される担保・保証の適格性等が評価の対象になり
ますが、特に海外事業に関連する与信の場合には、与信
対象となる取引の確実性、与信対象プロジェクトの実行
可能性等の審査や与信先企業の属する各産業分野につ
いても調査したうえで評価を行っています。

行内信用格付
JBICでは、行内信用格付制度を整備し、原則としてす
べての与信先に対して行内信用格付を付与しています。
行内信用格付は、個別与信の判断に利用するほか、後述
する信用リスク計量化にも活用するなど、信用リスク管
理の基礎をなすものです。

信用リスクは、与信先の財務状況の悪化等により資
産の価値が減少ないし消失し、JBICが損失を被るリス
クのことで、与信を中心とするJBICの業務において本質
的なものです。JBICの与信の信用リスクを分類すれば、
外国政府等向け与信に伴うソヴリンリスク、企業向け与
信に伴うコーポレートリスク、与信対象プロジェクトが生
むキャッシュフローを主たる返済原資とするプロジェクト
ファイナンス等の場合において対象プロジェクトが計画
されたキャッシュフローを生まないプロジェクトリスク、さ
らに外国企業および外国に所在するプロジェクト向け与
信に伴うカントリーリスク（与信先である企業やプロジェ
クトの所在国の政治経済情勢に起因する付加的なリス
ク）があります。JBICが行っている日本にとって重要な資
源の海外における開発および取得の促進、日本の産業の
国際競争力の維持および向上、ならびに地球温暖化の
防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事
業の促進等のための金融という性格上、JBICの与信は
外国政府・政府機関や外国企業向けのものも多く、した
がって与信に伴う信用リスクとしてソヴリンリスクあるい
はカントリーリスクの占める割合が比較的大きいことが
特徴になっています。JBICでは、信用リスクに対し、各与
信プロセスにおける個別与信管理と信用リスク計量化等
による与信ポートフォリオ管理を行っています。

個別与信管理
JBICの信用リスク管理の基本は、与信決定にあたって

の与信先信用力等の評価を通じた個別与信管理です。
新規与信にあたっては、与信担当部門（営業推進部門）お

一般に金融機関が業務を行うにあたっては、信用リス
ク、市場リスク（金利リスク、為替リスク等）、流動性リス
ク、オペレーショナルリスク等のさまざまなリスクを伴い
ます。JBICは政策金融機関として政策目的実現のため
の金融を業務としており、業務に伴うリスクの内容や大き
さ、あるいは対処の方法は民間金融機関とは異なります
が、金融機関として適切なリスク管理を行うことの重要
性を認識し、リスクの種類に応じたリスク管理および統合
的リスク管理を行うための組織体制を構築しています。
具体的には、JBICが業務の過程でさらされているさま

ざまなリスクを識別、測定およびモニタリングし、業務の
健全性および適切性の確保ならびに透明性の向上を図
ることをJBICのリスク管理の目的と定め、各種リスクの

管理に関する責任者およびリスク管理を統括する部署
を置くとともに、リスク管理を有効に機能させるための
審議、検討等を行うため、統合リスク管理委員会および
ALM委員会を設置しています。また、社外の有識者等で
構成し、JBICの大口与信先に関するリスク管理・審査の
体制や、大型案件のリスクに関して取締役会が諮問する
事項等に関し助言を行うリスク・アドバイザリー委員会を
設置しています。
なお、JBICでは、一般業務勘定と特別業務勘定に分け
てリスク管理を行っており、政策金融機関としてJBICが
業務運営上抱えるさまざまなリスクのうち代表的なリス
クに対しては、次のようなリスク管理を行っています。
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（2） 取引内容
JBICは、金利スワップ、通貨スワップ、先物外国為替予
約といった金融派生商品取引等を行っており、2021年
3月末時点の取引量は下記の表（金融派生商品等信用リ
スク相当額）のとおりです。

金融派生商品等信用リスク相当額
 2021年3月31日現在 （単位：億円）

契約金額・
想定元本金額

信用リスク
相当額 時価

金利スワップ 55,037 2,340 1,334
通貨スワップ 44,991 3,080 △1,593
先物外国
為替予約 489 4 △3

ネッティングに
よる信用リスク
削減効果

△2,907

合計 100,518 2,519 △262

（注）信用リスク相当額は、国際統一基準によって算定されたものです。

（3） 金融派生商品取引等に関連するリスク
金融派生商品取引等には以下のリスクが存在します。

◆ 市場性信用リスク
金融派生商品取引等の相手方の経営悪化や倒産等に

より、契約どおりに取引を履行できなくなったときに損失
を被るリスクです。

市場リスクとは、金利・為替等の変動により保有する資
産・負債の価値が変動し損失を被るリスクおよび資産・負
債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクであ
り、JBICでは市場リスクに対し、以下のような対応をして
います。

為替リスク
外貨貸付業務に伴う為替変動リスクに関しては、原則

として外貨貸付・調達にあたり通貨スワップおよび先物
外国為替予約を利用したフルヘッジ方針をとっています。

金利リスク
将来の資産・負債構造および損益状況の把握に努める

とともに、外貨貸付業務においては、原則として、貸付・調
達ともに金利スワップを利用して変動金利での資金管理
を行うことにより金利リスクヘッジを行っています。一方、
円貨貸付業務においては、主として固定金利での資金
管理を行っています。ただし、金利変動リスクの影響が大
きいと考えられる部分では、スワップ等により金利リスク
ヘッジを行っており、金利リスクは限定的です。

金融派生商品（デリバティブ）取引等
（1） 金融派生商品取引等に対する基本的取り組み方針
JBICが行う金融派生商品取引等は、為替リスク・金利

リスクをヘッジする目的のみに限定しています。

資産自己査定
JBICでは、その資産の特徴を適切に査定結果に反映

させるよう資産自己査定を行っています。資産自己査定
にあたっては、与信担当部門による第一次査定、審査担
当部門による第二次査定および内部監査担当部門によ
る内部監査という態勢をとっています。資産自己査定の
結果については、JBICにおける与信状況の不断の見直し
を行うために内部活用するのみならず、JBICの財務内容
の透明性向上のための資産内容の開示にも積極的に利
用しています。

信用リスク計量化
JBICでは、前述の個別与信管理に加えて、ポートフォ

リオ全体のリスク量把握のため、信用リスクの計量化も
行っています。信用リスクの計量化にあたっては、長期の
貸出や、ソヴリンリスクあるいはカントリーリスクを伴った
与信の占める割合が大きいというJBICのローン･ポート
フォリオの特徴および公的債権者固有のパリクラブ（注）

等国際的支援の枠組み等による債権保全メカニズムを
考慮した独自の信用リスク計量化モデルにより信用リス
ク量を計測し、与信集中度を含む与信ポートフォリオ分析
とともに内部管理に活用しています。

（注） パリクラブ：債務返済困難に直面した債務国に対し、二国間公的債
務の返済負担の軽減措置を取り決める非公式な債権国会合のこと。
1956年にアルゼンチンの債務問題について開催されたのを皮切り
に、以後フランス経済財政産業省（パリ）が事務局となり、パリで開
催されることから、パリクラブと呼ばれるようになりました。
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◆ 市場リスク
金融派生商品取引等の金融商品の価値（取引の時価）

が金利・為替等の変動により増減することによって損失
を被るリスクです。

（4） 前記のリスクに対するJBICの対応

◆ 市場性信用リスク
取引相手先ごとの金融派生商品取引等の時価および
信用リスク相当額、取引相手先の信用状態を常時把握・

管理のうえ、取引相手先としての適格性判断に活用して
います。また、金融派生商品取引等の時価および信用リ
スク相当額については、取引相手先との担保契約に基づ
く担保授受も考慮してきめ細かく管理しています。

◆ 市場リスク
JBICは金融派生商品取引等をヘッジ目的のみに限定

しており、金融派生商品取引等の市場リスクは基本的に
ヘッジ対象取引（資金調達取引や貸付取引）の市場リス
クと相殺されています。

流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや
予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難にな
る、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余
儀なくされることにより損失を被るリスク、および市場の
混乱等により市場において取引ができなくなる、あるい
は通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされ

オペレーショナルリスクとは、業務の過程、役職員の活
動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な
事象により損失を被るリスクであり、事務リスク、システム
リスクおよび情報セキュリティリスクのほか、JBICの業務
に付随する直接的、間接的なさまざまなリスクが存在し
ます。JBICではこのようなリスクの把握、分析および管理
を積極的に進めていく方針です。

事務リスク
事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは
事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクです。
JBICでは、事務リスクの軽減のために、事務手続きにお
けるプロセスチェックの徹底、マニュアル等の整備、研修
制度の充実、機械化・システム化の促進等を通じ、事務処
理の正確性確保に努めています。

ることにより損失を被るリスクを意味します。
JBICは財政融資資金借入、政府保証外債、財投機関
債等の多様な資金調達手段を確保することに加え、資金
繰りの管理を十分に行うことによって流動性リスク回避
に万全を期しています。

システムリスク
システムリスクとは、コンピューターシステムのダウン

または誤作動等のシステムの不備等に伴い損失を被るリ
スクおよびコンピューターが不正に使用されることによ
り損失を被るリスクです。JBICにおいては、①システム障
害および顧客情報の漏えい等の未然防止に努めるとと
もに、②緊急的なシステム停止への対応策としてコンティ
ンジェンシープランを策定のうえ訓練を実施するなど、緊
急時対応の実効性向上にも努め、システムリスクの極小
化を図っています。

情報セキュリティリスク
情報セキュリティリスクとは、情報資産に関する機密性
等が脅かされることにより損失を被るリスクです。JBIC
では、情報管理を含む情報セキュリティ規程および体制
の整備や役職員への教育の徹底等により、情報セキュリ
ティに万全を期しています。
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「国際ビジネスの最前線で、日本そして世界の未来を
展きます。」この企業理念を国際ビジネスの現場で、ファ
イナンスという手段を通じて実現していくことがJBICの
役割です。そのためには、ファイナンスに関する“専門性”、
複雑化する国際関係の中で日本と国際経済社会の発展
を見据えていくことができる“公共性”と“国際性”、そのい

OJT(On the Job Training)においては、各国や企
業が交錯する現場における経験を積んだうえで、それぞ
れが目指すべき専門性を磨くことを意識したキャリアパ
スを設定します。また、OFF-JT (Off  the Job Training)
においては、海外職務経験、ファイナンスや言語などの知
見、マネジメントスキルなどを幅広く習得できるよう、多
様な研修を設定しています。（P94「人材育成・研修プログ
ラムの概要」参照）
OJTや研修で培った知見や能力を元に、職員の意向や
特性を踏まえたキャリア形成が実現されるよう、一人ひと
りの職員と会社との間で定期的にキャリアパスについて
の協議を行うといったようなさまざまな仕組みも導入し
ています。このような中、総合職については、若手職員の
うちは2～3年ごとに異動をしてさまざまな経験を積んだ

上で、中堅職員になった段階で、知見・専門性を高度化し
自らの強みとすべき業務分野を職員ごとに認定すること
にしています。また、その後のキャリアパスとしては、当該
分野において管理職として組織マネジメントの観点から
活躍する「マネジメント人材ラダー」と、業務分野の中でさ
らに特定の領域における高度な知見・専門性を発揮して
活躍する「プロフェッショナル人材ラダー」の二つを設け、
本人の希望や適性を踏まえた多様なキャリアパスの選択
ができるような形としています。業務職については、比
較的長い期間、同じ部署で業務知識を蓄積することで、
業務運営を支える「高度な事務のプロフェッショナル」に
なっていくためのキャリア形成の仕組みを整えており、職
員本人のキャリア観に応じたキャリアパスを実現できる
ようにしています。

ずれをも高い水準で備えた人材に活躍してもらうことが
必要となります。このため第4期中期経営計画において
も、「多様な職員の能力と活力を引き出す人材育成と働
き方改革の推進」を取組目標として掲げ、優れた人材の
獲得・育成やその活躍を後押しする取り組みを実施して
います。

管理職
専門職

マネジメント人材ラダー（管理職） プロフェッショナル人材ラダー（専門職）

中堅

若手 さまざまな部署を経験することで職務遂行能力とキャリアイメージを形成

バックオフィス系 経営企画、経理、法務、環境　等

フロント・
ミドルオフィス系

外国政府向けファイナンス、プロジェクトファイナンス、
コーポレートファイナンス、出資　等

業務分野認定
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ビジネススキル 国際金融 語学 留学・出向等 外部研修

ビジネススキル
研修

金融一般
・融資契約書
・融資プロジェクション
・出資
・自己査定
・国際マクロ経済　等

業務関連
・業務実務
・与信事務
・プロジェクトファイナンス
・ソヴリン格付
・ポリティカルリスク
・環境社会配慮　等

財務分析、
金融法務、

国際経済等研修

・
英
語
研
修

　
（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、交
渉
等
）

・
英
語
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン

外
国
語
研
修
受
講
補
助

研
修
会・講
習
会
受
講
補
助

業
務
研
修
受
講
補
助

国
内
外
出
向（
官
公
庁
、国
際
機
関
等
）

国
内
大
学
院
派
遣

・
海
外
大
学
院
派
遣

・
第
二
外
国
語
留
学

マネジメント
研修

シニアマネジメント
研修

ビジネススキル
研修

海外駐在員事務所
トレーニー派遣

管
理
職
・
専
門
職

中
堅

若
手

新
入
職
員

■ ビジネススキル
国際ビジネスの最前線で活躍することに加え、JBICの
将来の経営幹部人材を育成するため、各階層において
必要となるビジネススキルを習得します（新入職員：論
理的思考力等、中堅：巻き込み力等、管理職：リーダー
シップおよび組織マネジメント等）。

■ 国際金融
業務を遂行するにあたって必要となるさまざまな専門
知識（財務分析、金融法務、国際経済、出融資・審査実
務等）を習得します。

■ 語学
業務に関連する外国語（英語以外も含みます）の習得を
促進するため、授業料や受講料等の費用の一部を補助
します。

■ 留学・出向等
職員が志向する専門性に応じて、業務に関連する経済
学、経営学、公共政策、法律等の知識の習得を目的と
した海外・国内の大学院（注1）への派遣をしています。
また、国際機関（注2）、民間銀行の海外拠点等への出向
に加え、外交・経済政策を担う官公庁への出向を行っ
ています。海外での業務経験をキャリアの中でどのよ
うに積んでいくかのイメージを持てるよう、大学・大
学院卒の新入職員には海外駐在員事務所での数カ月の
トレーニー経験をしてもらっています。
（注1） 海外大学院：ハーバード大学、スタンフォード大学、コロン

ビア大学、ロンドン・ビジネス・スクール等
（注2）国際機関：世界銀行、国際金融公社等

■ 外部研修
業務上必要な専門知識の習得のために、他の機関が行っ
ている研修等を受講した際、その費用を補助します。

94 株式会社 国際協力銀行  /  年次報告書2021

■ 人材育成・研修プログラムの概要

人
材
の
育
成
・
活
躍
に
向
け
た
取
り
組
み

3



人事制度
介護休業
勤務時間の短縮
時間外勤務の免除
介護休暇
積立年休（介護事由での取得可）
始業・終業時刻の変更（育介フレックス）

人事制度

サポート体制

サポート体制
育児介護ハンドブック／両立支援制度情報の定期配信
育児・介護関連セミナー
休業取得前後の面談

出産休暇（産前・産後）

男女共に利用可能男性が利用可能女性が利用可能

 妊産婦休暇
（保健指導または健康診査）

育児休暇

育児休業 （場合により延長可）

勤務時間の短縮

時間外勤務の免除

出産休暇
（配偶者出産時）

看護休暇

始業・終業時刻の変更（育介フレックス）

保育施設等が休業等の場合の休暇

復職前面談産休前面談

妊産婦休暇

妊産婦等の時間
外勤務の免除

復職後面談

保育園の確保

保育費用金銭補助

妊娠が確定した日 6週間前 2週間前 1年出産 1年2カ月1カ月後 1年6カ月8週間後 満2歳に達する日 小学校3年生

職員の持つ多様な価値観に応じた働き方を可能にす
るとともに、その中で個々の能力を最大限発揮すること
により一層活躍できる組織の実現に向けて「第2期働き
方改革基本計画」を推進していきます。例えば、育児・介
護を抱える職員向けには、休暇等の人事制度や各種サ
ポート体制を設けており、仕事との両立を支援していま
す。このような取り組みを通じ、JBICは、子育てサポート
企業として「くるみん」、仕事と介護を両立できる職場環
境の整備促進に取り組んでいる企業として「トモニン」と

いう公的な認証を取得しています。
また新型コロナウイルス感染症への対応として、各国
の状況を把握してそこに駐在・留学等している職員の安
全確保を図るとともに、国内においてはテレワークや時差
出勤を最大限活用することなどを通じ、JBICに求められ
る責務を果たしつつ、職員の感染予防に努めています。
今後も両立支援の拡充を含め、職員の活躍を支えるた

めの取り組みを一層進めていきます。

育児支援休暇

妊娠 出産 育児

■育児

■介護 ■育児・介護共通
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メディア向け情報提供
各種刊行物やウェブサイト等を通じた情報発信に加

え、報道メディア向けには、記者会見や勉強会等を通じ、
JBICの活動状況等についてご紹介しています。

海外からの情報発信
JBICでは、海外からの情報発信として、駐在員事務所

による外部媒体へのレポート等の寄稿も積極的に行い、
現地の政治経済事情や企業動向等、駐在員によるタイム
リーな現地ならではの話題を発信しています。

ディスクロージャー
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法
律」に基づく文書の開示請求および「独立行政法人等の
保有する個人情報の保護に関する法律」に基づく保有個
人情報の開示請求については、JBIC本店の「情報公開・
個人情報保護窓口」（資料編P108参照）で取り扱ってい
ます。

JBICでは、国内外の多くの方にJBICの活動をご理解
いただくため、刊行物やウェブサイト等も活用しながら、
情報発信および情報提供を行っています。
JBIC広報センター（本店）と大阪支店では、JBICの各
種パンフレット、年次報告書や広報誌等を一般の方々に
ご提供しています。また、JBICのウェブサイト（https://
www.jbic.go.jp/）等を通じ、さまざまな情報を国内外
に発信しています。

各種刊行物
JBICの毎年の活動状況や財務状況については、年次
報告書、事業報告書や有価証券報告書、米国証券取引
委員会（SEC）向け開示資料（Form18-K等）といった各
種開示資料に掲載しています。
また、広報誌『JBIC Today』を発行し、JBICの最近の
取り組みや業務上のトピックス等をご紹介しているほか、
JBICの業務内容を説明するパンフレットとして、『JBIC 
Profile-国際協力銀行の役割と機能』等もご用意してい
ます。

ウェブサイト
JBICのウェブサイト（https://www.jbic.go.jp/）で

は、出融資保証等制度のご説明、プレスリリース、各種お
知らせ、セミナーのご案内、海外投資環境情報、各種調
査レポート、環境への取り組み、年次報告書や各種パンフ
レット、投資家向けIR情報等も掲載しています。

情報提供資料（主なもの）
資料の種類 公表場所・方法

事業報告書

●  JBICの本店、大阪支店に常備
● 国会図書館、経済団体等に配布

計算書類

財産目録

決算報告書

　　監査役の意見

監査報告

年次報告書
（和文・英文版）、
広報誌等

●  JBIC本店、大阪支店、各駐在
員事務所に常備、ご希望の方等
に配布

ウェブサイト
●  業務内容、業務実績、
組織概要、財務内容
などを掲載

●  インターネット上に開設
　  （URL）
ウェブサイト　
https://www.jbic.go.jp/

『JBIC Today』
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